
「働き方改革実現」会議で残業規制の
「事務局案」が示されました。これによれ
ば、政府は残業の上限を1年720時間と
しています。1ヵ月は一応45時間までOK
とされ、「臨時的な特別な事情がある場
合」は、月100時間、2～6ヵ月の平均80
時間という過労死ラインまで認めるので
はないかと予想されています。そのうえ、
政府は、長時間労働を助長する「高プロ
制の創設」や「裁量労働制の拡大」を強
行しようとしています。これを押し返し、
まともな残業規制を実現するための重
要な局面です。ぜひご参加ください。 地下鉄谷町線「天満橋」駅より西へ300ｍ

地下鉄堺筋線「北浜」駅より東へ500m
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電通事件と「働き方改革」
第２部

緊急集会 過労死をしない・させない残業規制を！

連絡先

第１部
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